
在宅医療にかかる
グループ診療について



外来医療に係る医療提供体制の確保に
関するガイドライン

【外来医療に係る医療提供体制の確保に関する考え方 】

外来医療に係る医療提供体制の構築においては、地域包括ケア
システ ムの構築に資するような取組を行っていくことが重要である。
例えば、高齢化 に伴い慢性疾患を抱えながらも住み慣れた場所で
の療養を希望する患者が増 えることが見込まれるため、外来医療と
在宅医療が切れ目なく提供されることや、高齢者の軽症患者の救急
搬送の増加に対し、初期救急を充実させること によって重症化等を
防ぎ、適切な救急医療体制を維持していくことが求められる。

ただし、在宅医療の 24 時間体制を支えるためにグループ診療に
関する 取り組みを行うことや、夜間・休日外来の体制構築のために
在宅当番医制への参加や夜間休日診療センターの設置・参加を進
めることなど、地域の実情に応じて面で外来医療に係る医療提供体
制を構築していく視点が重要である。
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【検討すべき外来医療機能 】

（検討いただく内容）

 グループ診療による在宅医療の推進等に資するような外来医
療を実施する医療機関が柔軟に在宅医療に参加できるような
対策について

 高齢化の進展化に伴い、外来医療から在宅医療に移行する患
者の増加が見込まれる中、患者の移行にあたり切れ目のない
医療機関間の連携が重要となるため、在宅医療の提供に当
たって各医療機関等がどのような役割分担を担うか 等

○ 在宅医療の提供体制について
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【在宅支援診療所の連携イメージ】

診療所Ａ
（有床）
常勤医１名

診療所で連携構築

診療所Ｃ
（無床）
常勤医１名

診療所ＡＢＣ、病院Ｇで連携

診療所Ａ
（無床）
常勤医１名

診療所Ｂ
（無床）
常勤医１名

診療所Ｂ
（無床）
常勤医１名

診療所Ｃ
（無床）
常勤医１名

病院Ｇ
（緊急時に病床提供）
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【大阪府の事例】

出典：岸和田在宅ケア24（ｈｃｋ24.com）ホームページ



【他府県の事例】

○京都府向日市等 チームドクターファイブ（在宅医当番制）

５人の開業医の医師チーム（チームドクターファイブ）が構築した在宅医療の
連携スタイル。

５人の医師が担当する患者全員に、１人の主治医と、延べ４人の副主治医
がついている仕組み。

〇静岡県藤枝市 看取り当番医

医師会館内に「在宅医療サポートセンター」を開設し、在宅医療コーディ
ネーター２名が常駐。「看取り当番医」に登録した医師の当番制を作成し、か
かりつけ医が不在中は当番医に連絡し、看取りを依頼。

〇長崎在宅Ｄｒ.ネット（主治医・副主治医）

在宅訪問診療や往診を複数の医師が連携して実施。長崎市内の診療所
の医師が患者の居住地域にあわせて、主治医を決め、副主治医がバックアッ
プするシステム。
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